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1　役場の仕事、庁舎案内
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総合交流センター
◎３階

◎２階

◎１階

体育館

女子
更衣室
男子
更衣室

印刷室

大会議室

中会議室視聴覚室
（倉庫）

小会議室

教育委員会
事務局

２階ホール

倉庫

倉庫

メンテナンススペース

多目的室

メンテナンススペース

備蓄
倉庫

3階ホール

EV

HWC給
湯
室

男
子
ト
イ
レ

女
子
ト
イ
レ

倉
庫

男
子
ト
イ
レ

女
子
ト
イ
レ

給
湯
室

EV

教
育
長
室

ス
テ
ー
ジ

機能訓練室

健康指導室
和室調理

実習室

１階ホール
給湯室 授乳室

倉庫

訪問介護事業所

相談室

居宅介護
支援事業所

ピロティー

HWC
男
子
ト
イ
レ

女
子
ト
イ
レ

診
察
室
１

診
察
室
２

倉
庫

倉
庫

収
納
庫

社
会
福
祉
協
議
会

事
務
室

　多目的室は、避難所とし
ての利用のほか、日常は様々
な学習活動のシーンで利活
用を図る。

　1階は、従来の保健セン
ター機能を備えており、健
康に特化したアクテビィ
ティーが行えます。
　また、ピロティー部分は、
専ら駐車場として使用され
ますが、車両を移動した広
い空間は、多用途スペース
として、活用することが可
能になり、特に雨天時での
利活用に期待するところで
す。

　体育館は、バレーボール１面・
バドミントン３面などを設営で
きる設計で、サービスエリー
アを広く、天井を高くした。ま
た、LED照明で省エネを実現
し、レクリエーションなど多く
の方に健康志向で利用してい
ただきたい。
【利用人数】
大会議室：80名程度
中会議室：40名程度
小会議室：20名程度

暮
ら
し
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正面玄関

入口

入口

入口 入口

入口

トイレ倉庫宿直室
厚生室

教育課
〇教育総務チーム
〇生涯学習チーム

中央公民館

産業建設課

〇経済建設チーム

国道269号線側

国道448号線側

観光交流課
〇観光交流チーム

会議室書庫印刷室
階段エレベータ

住民生活課
〇民生チーム
〇税務地籍チーム

給湯室

入口

開庁時間（土・日・祝日を除く）
平日午前８時30分～午後５時15分
郵便番号　893‐2302
住　　所　鹿児島県肝属郡錦江町城元918番地
代表電話　0994‐22‐0517
Ｆ　Ａ　Ｘ　0994‐22‐0054

開庁時間（土・日・祝日を除く）
平日午前８時30分～午後５時15分
郵便番号　893‐2492
住　　所　鹿児島県肝属郡錦江町田代麓827番地1
代表電話　0994‐25‐2511
Ｆ　Ａ　Ｘ　0994‐25‐2668

教育委員会運営、学
校教育、学校給食、
社会教育、社会体
育、体育施設の管
理、文化センターの
管理など

【２階】
やまんなか図書館など
【３階】
議場、大会議室など

観光、観光施設の
管理、各種イベン
ト、特産品、都市農
村交流など

町有財産、消防防災、出納、町民税、固定
資産税、軽自動車税、国民健子保険税、
地籍調査、戸籍、住民票、印鑑証明、国民
年金、社会福祉、児童福祉、障害者福祉、
健康づくり、国民健康保険、後期高齢者
医療保険、介護保険など

農業・畜産・林業の振興、農道、林
道、町有林の管理、町道、河川、農
業集落排水事業など

田代支所
◎1階

暮
ら
し
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2　コミュニティバスの時刻表
〇大根占地区コミュニティバス
月曜日（段中野・厚ヶ瀬方面）

午前 段神社前 中野
公民館前

命苫
公民館前

厚ヶ瀬
公民館前

医師会立
薬局前 塩屋 役場前 土木

事務所前 木原ノ上 老人福祉
センター前

8:30 8:32 8:39 8:49 9:00 9:05 9:07 9:09 9:10 9:13

午後
（　　）は学校が
長期休業中の時刻

トロピカルガーデン
かみかわ

医師会立
薬局前

老人福祉
センター前 木原ノ上 土木

事務所前 役場前 塩屋 厚ヶ瀬
公民館前

命苫
公民館前

中野
公民館前 段神社前

13:00 13:04 13:10 13:13 13:14 13:16 13:18 13:27 13:37 13:44 13:46
（13:30） （13:34） （13:40） （13:43） （13:44） （13:46） （13:48） （13:57） （14:07） （14:14） （14:16）

火曜日（桜原・神川中原方面）

午前 桜原公民館前 神川中原
公民館前 皆倉 医師会立

薬局前 塩屋 役場前 土木事務所前 木原ノ上 老人福祉
センター前

8:35 8:45 9:00 9:05 9:08 9:10 9:12 9:13 9:16

午後
（　　）は学校が
長期休業中の時刻

トロピカルガーデン
かみかわ

医師会立
薬局前

老人福祉
センター前 木原ノ上 土木事務所前 役場前 塩屋 皆倉 神川中原

公民館前
桜原
公民館前

13:00 13:04 13:10 13:13 13:14 13:16 13:18 13:25 13:40 13:50
（13:30） （13:34） （13:40） （13:43） （13:44） （13:46） （13:48） （13:55） （14:10） （14:20）

水曜日（笹原・壱崎・半ヶ石・川南方面）

午前 毛下入口 笹原
公民館前

壱崎
公民館前

半ヶ石
公民館前 足光谷下 池田 馬場中原 松坂橋 塩屋 医師会立

薬局前 役場前 土木
事務所前 木原ノ上

老人福祉
センター前

8:27 8:31 8:35 8:39 8:43 8:51 8:55 9:00 9:14 9:17 9:22 9:24 9:25 9:28

午後
（　　）は学校が
長期休業中の時刻

トロピカルガーデン
かみかわ

医師会立薬
局前 塩屋 役場前 土木

事務所前 木原ノ上 老人福祉
センター前 松坂橋 馬場中原 池田 足光谷下 半ヶ石

公民館前
壱崎

公民館前
笹原

公民館前 毛下入口

13:00 13:04 13:09 13:11 13:13 13:14 13:17 13:34 13:39 13:43 13:55 13:59 14:03 14:07 14:11
（13:30）（13:34）（13:39）（13:41）（13:43）（13:44）（13:47）（14:04）（14:09）（14:13）（14:25）（14:29）（14:33）（14:37）（14:41）

木曜日（宿利原・牧原・才原・笑喜方面）

午前 丸尾 宿利原
入口

宿利原
学校前

牧原
公民館前 中萩入口 才原

公民館前
大尾

公民館前 落河入口 落河 笑喜
公民館前

神川上
公民館前

医師会立
薬局前 塩屋 役場前 土木

事務所前
木原ノ
上

老人福祉
センター前

8:21 8:26 8:27 8:28 8:31 8:34 8:37 8:38 8:40 8:44 8:51 9:00 9:03 9:05 9:07 9:08 9:11

午後
（　　）は学校が
長期休業中の時刻

トロピカルガーデン
かみかわ

医師会立
薬局前

老人福祉
センター前 木原ノ上 土木

事務所前 役場前 塩屋 神川上
公民館前

笑喜
公民館前 落河 落河入

口
大尾

公民館前
才原

公民館前 中萩入口 牧原
公民館前

宿利原
学校前

宿利原
入口 丸尾

13:00 13:04 13:10 13:13 13:14 13:16 13:18 13:28 13:35 13:39 13:41 13:42 13:45 13:48 13:51 13:52 13:53 13:58
（13:30）（13:34）（13:40）（13:43）（13:44）（13:46）（13:48）（13:58）（14:05）（14:09）（14:11）（14:12）（14:15）（14:18）（14:21）（14:22）（14:23）（14:28）

金曜日（白井・安水・大久保方面）

午前 白井公民館前 川北公民館前 川北入口 大久保公民館前 安水公民館前 塩屋 医師会立薬局前 役場前 土木事務所前 木原ノ上 老人福祉センター前
8:25 8:30 8:32 8:40 8:46 8:57 9:00 9:06 9:08 9:09 9:12

午後
（　　）は学校が
長期休業中の時刻

トロピカルガーデン
かみかわ

医師会立
薬局前 塩屋 役場前 土木

事務所前 木原ノ上 老人福祉
センター前

安水
公民館前

大久保
公民館前 川北入口 川北

公民館前
白井
公民館前

13:00 13:04 13:09 13:11 13:13 13:14 13:17 13:31 13:37 13:45 13:47 13:52
（13:30）（13:34）（13:39）（13:41）（13:43）（13:44）（13:47）（14:01）（14:07）（14:15）（14:17）（14:22）

〇大根占地区巡回バス
月曜日から金曜日

午前
老人福祉
センター前 土木事務所前 木原ノ上 木場バス停 ふれあい

センター 塩屋バス停 トロピカルガーデン
かみかわ

医師会立
薬局前

老人福祉
センター前

11:00 11:02 11:03 11:04 11:07 11:08 11:14 11:19 11:27

〇田代地区コミュニティバス
のぼり

行き先 南大隅
高校前 大根占 花ノ木 田代麓 田代中 平石 上原 原沢 猪鹿倉 花瀬橋 川前 鵜戸野 大原小前 中尾入口 新田 内ノ牧

花瀬橋 8:04 8:11 8:20 8:21 8:22 8:25 8:26 8:31 8:35
内ノ牧 12:53 13:00 13:09 13:10 13:11 13:14 13:15 13:20 13:24 13:26 13:28 13:32 13:33 13:35 13:40
内ノ牧 16:53 17:00 17:07 17:16 17:17 17:20 17:23 17:25 17:29 17:33 17:35 17:37 17:41 17:42 17:43 17:49
くだり

行き先 内ノ牧 新田 中尾入口 大原小前 鵜戸野 川前 花瀬橋 猪鹿倉 原沢 上原 平石 田代中 田代麓 花ノ木 大根占 南大隅
高校前

大根占 6:02 6:11 6:18
大根占 7:00 7:05 7:07 7:08 7:12 7:14 7:15 7:20 7:25 7:26 7:29 7:30 7:31 7:40 7:47 7:54
大根占 8:36 8:40 8:45 8:46 8:49 8:50 8:51 9:00 9:07
大根占 13:41 13:46 13:48 13:49 13:53 13:55 13:56 14:01 14:06 14:07 14:10 14:11 14:12 14:21 14:28

6:20	鹿屋行接続　6:51垂水行接続
7:59根占行接続　8:24鹿屋行接続
9:08垂水行接続　9:39根占行接続
9:57鹿屋行接続
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3　ごみの分別と捨て方
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4　引っ越しの手続
　まずは本庁住民税務課または支所住民生活課へお越しください。別の課での手続きが必要な場合はご案内
します（以下にあげた以外にも、手続きが必要な場合があります）。

町外から引っ越してきたとき

（引っ越してきた日から2週間以
内に届け出てください）

個別に必要なもの
○�転出証明書（前住所地の市区
町村発行のもの）
○�母子健康手帳（就学前のお子
さんのいる人）
○�通帳（中学校卒業までのお子
さんのいる人）
○��マイナンバーカード及びマイ
ナンバーカードの暗証番号

個別に必要なもの
○�国民健康保険証（加入してい
る人）
○�介護保険被保険者証（該当す
る人）
○�後期高齢者医療被保険者証（該
当する人）
○��マイナンバーカード及びマイ
ナンバーカードの暗証番号

個別に必要なもの
○�国民健康保険証（加入してい
る人）
○�介護保険被保険者証（該当す
る人）
○�後期高齢者医療被保険者証（該
当する人）

その他
・�転居届をすると印鑑登録証の
住所は自動的に変わります。
・�原動機付自転車をお持ちの人
は別の手続き（登録手続き）
が必要です。

その他
・�原動機付自転車をお持ちの人
は別の手続き（登録手続き）
が必要です。
・�犬を飼っている人は申し出て
ください。

その他
・�国民健康保険に加入する人は
申し出てください。
・�印鑑登録をされる人は申し出
てください。
・�原動機付自転車をお持ちの人
は別の手続き（登録手続き）
が必要です。
・�ゴミの分別についてパンフ
レットを差し上げます。
・�犬を飼っている人は申し出て
ください。

必要なもの
　○年金手帳（国民年金に加入している人）　○身分を証明するもの（免許証など）
　○障がい者手帳（該当する人）　○各種受給者証・証書（該当する人）
　○通知カード、マイナンバーカード、住基カード、在留カード（所有する人）　○代理の場合委任状

共通で必要なその他の手続き
　○水道の手続き

　○マイナンバーカードの住所の書きかえ（転入・転居）

転入届
町内で住所が変わったとき

（引っ越した日から2週間以内に
届け出てください）

転居届
町外に引っ越すとき

（引っ越す日の2週間前くらいか
ら届け出てください）
※�マイナポータルからオンライン転
出の手続きをされた方は住民窓口
での転出手続きは不用です。

転出届

　住所の異動などに関する届け出は、届け出た日から法律上の効力が発生するものもありますので、速やかに届け出
てください。手続きをしないままでいると、必要なサービスが受けられなかったり、お知らせなどの書類が届かなかっ
たりします。ご注意ください。

　住所変更されていないカードは90日を過ぎると失効してしまいます。その際は、マイナンバーカードの再発行手
続きをして、手数料を支払わなくてはなりませんので、マイナンバーカードを必ずご持参ください。
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5　観光施設等の案内

宿泊

錦
K i n k o  t o w n  g u e s t  h o u s e  Y o r o d d e

江町ゲストハウス よろっで
鹿児島県肝属郡錦江町城元852-1  0994-27-4548花

H a n a z e  a u t o  c a m p i n g

瀬オートキャンプ場
鹿児島県肝属郡錦江町田代川原4263-3  0994-25-3838❼

ホ
H o t e l  t a k e y a

テルたけや
鹿児島県肝属郡錦江町城元635  0994-22-0027

禧
K i m e i k a n

明館
鹿児島県肝属郡錦江町城元781  0994-22-0052

神
K a m i k a w a  c a m p  s i t e

川キャンプ場（７・８月のみ）
鹿児島県肝属郡錦江町神川3306-11 0994-22- 1446❸

花
H a n a z e  b u n g a l o w  v i l l a g e

瀬バンガロ一村
鹿児島県肝属郡錦江町田代川原4232-11 0994-25-3838❺

根占山川
フェリー

うるし山湧水

楠巨木
イチョウ巨木

錦江町
役場

イヌマキ巨木 ▲
八山岳

小平湯

うんめもんの会

❶トロピカルガーデン
　かみかわ

❸神川キャンプ場

ふる里館

道の駅 
　錦江にしきの里

269

花瀬大橋

花瀬川

❼花瀬オート
　キャンプ場

至 鹿屋市・垂水市

至 肝付町

448

269

68

68

562

562

563

561

68

74

563

74

74

544

横堀の岡

宿利原
農村公園

❷神川大滝公園

ホテルたけや禧明館

Haraya

虹の笑

河上神社

鵜戸神社

錦江町役場田代支所

KINKO BASE ▲
荒西山

▲
重岳

▲
四坂岳

▲
六郎館岳

▲
稲尾岳

❾奥花瀬ニジマス釣場

瀬々來樹館

❺花瀬バンガロー村

❻花瀬公園

❽照葉樹の森

クラシックブドウ
浜田農園

しばたて
観光農園

農園レストラン
花瀬川苑

新田トンネル

雄川の滝

夕
日
ロ

ド

広
域
農
道  

グ
リ

ンロ

ド

肝付町
錦江町

南大隅町

鹿屋市神川エリア

花瀬エリア
奥花瀬エリア

照葉樹の森エリア

錦江湾 大滝の
　茶屋

神ノ川

▲

Tropical garden kamikawa

Kamikawaootaki park

Kamikawa camp site

Hanaze bungalow village

Shoyouju no mori

Okuhanaze nijimasu fishing place

Seseragikan

Hanaze auto camping

Hanaze park

❹花瀬でんしろう館
Hanaze denshiroukan

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８
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B

C

D
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I
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D

E

F

G

H

I
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大
Oonejimedenshinkyokuatochi

根占電信局跡地
明治 29 年に大浜に設置された大
浜電信局が明治 36 年に、ここ錦
江町に移転し明治 43 年まで電報
中継通信を行っていました。日露
戦争時の作戦命令信号など多くの
重要な情報が大根占電信局発、受
信でした。東郷平八郎長官の「皇
国の興廃このー戦にあり。各員一
層奮励努カせよ」の命令もここで
受信しました。このため大勝利の
一報も鹿児島市よりも 3 日早く
ちょうちん行列や爆竹をならして
祝福していたそうです。当時を思
い浮かべながら周辺探索してみる
のも面白いかも知れません。

旗
Hatayama shrine

山神社
町天然記念物に指定されている大楠
と、3本の大イチョウが象徴的な旗
山神社。名前の由来は島津義弘氏が
ここの山中の竹を戦いの旗竿として
使ったことが始まりと言われてい
る。朝鮮征伐及び琉球出陣の折も、
この竹を用いたと言われています。
ここ一番の勝負ごとの時にお参りす
るのも良いかも。

 鹿児島県肝属郡錦江町城元 5393
0994-22-0517（錦江町教育委員会）

お
O c h a y a t e i a t o

茶亭跡
歴代の薩摩藩主がたびたび「花瀬出張い（はな
ぜでばい）」と称して来遊し、お供の人達と景観
を楽しみながらの宴席をもうけていた名勝地「花
瀬」。お茶会で煮炊きに使用された炉の跡が、今
も「お茶亭跡」として残されています。

 鹿児島県肝属郡錦江町田代川原 4269-15

◯我利多
（マルガリータ）

ホテルたけや
禧明館

 味処さかえ

やぶれ茶屋

錦江町ゲストハウス
よろっで

錦江町役場

河上神社

錦江中
大根占小

消防署

錦江警察署

京

越川

居酒屋和人

菓心まとはら

448

269

中心部
詳細MAP

K I N K O - C H O  T O W N  M A P

錦江町
タウン
マップ

大
D a i k o n  y a g u r a

根やぐら
錦江町の冬の風物詩。宿利原地区では、漬物用に
大根の天日干し作業が 11月中旬から２月初旬ま
で続けられます。大根は錦江町から吹き上げる冷
たく乾いた風を受け、大根やぐらで２週間ほどか
けて乾燥させ、漬物用の大根として出荷されます。
やぐらの大きさは高さ約７メートル、長さ約 50
メートルもあり、一面に干された大根は、白いカー
テンのようにも見えます。毎年 12月には大根や
ぐらをライトアップするイベントも開催され、幻
想的な景色を味わうことができます。

鹿児島県肝属郡錦江町神川（宿利原地区）

松
Matsusakihoudaiato

崎砲台跡
松崎海岸後方の砂丘地に薩英戦争に備えて建設
された臨時の砲台跡。大砲３門が 25メートル
置きに設置されたと記されています。現地には
凝灰岩の切石を３段積んでつくった、長さ 13
ｍ、高さ 1.3 ｍの石積が残っており、これらは
砲台の一部という可能性があります。対岸には、
1844年に砲台が設置された指宿の名所・知林ヶ
島を見ることができます。

 鹿児島県肝属郡錦江町馬場 1130-2

扇
O u g i o t o s h i  n o  t a k i

落としの滝
花瀬バンガロー近くにある２段、３段と階段状
に連続する迫力ある渓流瀑です。島津の殿様が
雄大な滝の景観に驚いて手に持っている扇を落
としてしまったことから「扇落としの滝」と名
が付けられたといいます。

 鹿児島県肝属郡錦江町田代麓

神川ビーチ影絵の祭典
Kamikawabeach Kageenosaiten

 鹿児島県肝属郡錦江町神川3458

対岸にある、鹿児島のシンボルである桜島と日
本百名山に選ばれた「 摩富士」の名で親しま
れる開聞岳が一望できる神川海岸には、季節ご
とに様々な影絵を展示しております。
SNS映えする写真を撮影しようと多くの人でに
ぎわうスポットです。
特に夕陽に照らされる光景は幻想的でおすすめ
です。

至 南大隅町

雄川の滝展望所
O g a w a n o t a k i  t e n b o u j y o

 
鹿児島県肝属郡錦江町田代川原1874-3

錦江町田代川原にある雄川の滝展望所。滝口
のすぐそばに設置されたデッキから落差46メ
ートル幅60メートルの断崖とエメラルドグリ
ーンの滝壺を一望できます。なかなか見るこ
とのできない滝口上部から見下ろす景色は圧
巻です。駐車場完備。
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発刊にあたり
　町民の皆さん、日頃から錦江町のまちづくりを実践・応援していただき、厚く感
謝申し上げます。
　令和５年度の予算説明書「見たい　知りたい　まちのしごと」をお届けします。
　これは、錦江町の予算がどのような分野にどれくらい使われていくのかを、まち
づくりの主体である町民の皆さんにお知らせし、財政をお預かりしている町政の責
任者として毎年発行しているものです。
　錦江町では、「子や孫へ、希望あふれる未来を創りつなぐ」という町の姿を目指
して、最上位計画である第２次錦江町総合振興計画（全面改訂版）に基づき、「働
く世代の元気、子どもの元気、高齢者・障がい者の元気、自然・環境の元気、地域
の元気」の５つの柱で施策を進めています。
　今年度の特徴的な施策として、地域活性化センター神川（旧神川中学校）を拠点
に進めてきた町の課題解決に協働していただく小規模事業者誘致（サテライトオ
フィス）や仕事と錦江町暮らしのお試しで移住促進を図るワーケーションを発展さ
せるために保育園留学や親子山村留学などに新たに取り組んで行きます。
　また、担い手不足を少しでも解消するため特定地域づくり事業協同組合（錦江町
ＭＩＲＡＩサポート協同組合）を発足させ、Ｕターンや錦江町で様々な仕事を経験
してみたいという方々を採用し、組合加入の事業者へ派遣していきます。加えて、
起業支援のための人材育成の仕組みを作っていきます。
　高齢者・障がい者、妊産婦の皆さんの移動支援として、7月から12月まで「マ
イナンバー活用型のあいのりタクシー制度」の実証実験を行います。
　水資源や環境保全、災害防止のための森林の適正な維持管理を目指して、伐採等
の手続きのルール化や再造林支援も強化していきます。
　子育ての負担軽減のため、4月から成長支援型の奨学ローンを開始し、在学中か
ら卒業後3年以内に小中学校での講話やまちづくりイベント等に参加をすれば、返
済額の1割を補助、そして町内の医療機関、介護施設等に勤務されれば、返済期間
に応じて残額の一部を補助する仕組みもスタートさせました。
　これ以外にも、肝属郡医師会立病院の再整備事業や飼料高騰対策として畜産飼料
の自給に向けた粗飼料の単収量及び高栄養価が期待できる青刈りトウモロコシの生
産・給餌による生育比較などの実証実験などにも新たに取り組んでいきます。
　課題は数多くありますが、着実にその解消・解決に向けて、町民の皆さんと情報
共有を図りながら令和5年度も取り組んでまいりますので、よろしくお願いします。

　令和５年６月

錦江町長　新 田 敏 郎




